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大田原市手数料条例の一部を改正する条例 

大田原市手数料条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表４２の部中「の規定による」を「又は同法第４２条第２項の規定による道路の位置

の」に改める。 

同表８３の部中 

「 
  

 

（２） 上記以

外の場合 

１戸建ての住宅の場合 １件につき ４５，０００円 

建築物全体の戸数が５戸以内の

場合 

１件につき １０７，０００円 

建築物全体の戸数が５戸を超え

１０戸以内の場合 

１件につき １７１，０００円 

建築物全体の戸数が１０戸を超

え３０戸以内の場合 

１件につき ３３７，０００円 

建築物全体の戸数が３０戸を超

え５０戸以内の場合 

１件につき ６０５，０００円 

建築物全体の戸数が５０戸を超

え１００戸以内の場合 

１件につき １，０４１，０００円 

建築物全体の戸数が１００戸を

超え２００戸以内の場合 

１件につき １，９２３，０００円 

建築物全体の戸数が２００戸を

超える場合 

１件につき ２，７４２，０００円 

 

 

  
」 

を 

「 
  

 

（２） 登録住

宅性能評価機関

が交付する住宅

性能評価書を提

出している場合 

１戸建ての住宅の場合 １件につき １９，０００円 

建築物全体の戸数が５戸以内の

場合 
１件につき ５７，０００円 

建築物全体の戸数が５戸を超え

１０戸以内の場合 
１件につき ９２，０００円 

建築物全体の戸数が１０戸を超

え３０戸以内の場合 
１件につき １７４，０００円 

建築物全体の戸数が３０戸を超

え５０戸以内の場合 
１件につき ３０２，０００円 

建築物全体の戸数が５０戸を超

え１００戸以内の場合 
１件につき ４７７，０００円 

建築物全体の戸数が１００戸を

超え２００戸以内の場合 
１件につき ８７４，０００円 

建築物全体の戸数が２００戸を

超える場合 
１件につき １，２０４，０００円 

（３） 上記以 １戸建ての住宅の場合 １件につき ４５，０００円 

 



外の場合 建築物全体の戸数が５戸以内の

場合 

１件につき １０７，０００円 

建築物全体の戸数が５戸を超え

１０戸以内の場合 

１件につき １７１，０００円 

建築物全体の戸数が１０戸を超

え３０戸以内の場合 

１件につき ３３７，０００円 

建築物全体の戸数が３０戸を超

え５０戸以内の場合 

１件につき ６０５，０００円 

建築物全体の戸数が５０戸を超

え１００戸以内の場合 

１件につき １，０４１，０００円 

建築物全体の戸数が１００戸を

超え２００戸以内の場合 

１件につき １，９２３，０００円 

建築物全体の戸数が２００戸を

超える場合 

１件につき ２，７４２，０００円 

 

  
」 

に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 


